
竹原市立地適正化計画の概要 

 

平成２９年５月 

竹原市 
1 



１）市街化の変遷 
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昭和20年代 昭和60年代 平成2０年代 

人口概ね39,000人程度 人口概ね3６,000人程度 人口概ね29,000人⇒約27,000人 

駅周辺、町並み保存地区周辺 
を中心に市街地が形成され、 
周辺部農業的利用が行われて 
いる。 

道路、港湾等のインフラ整備に 
あわせ、現在の市役所周辺やＪ 
Ｒ南側へ市街地が広がり、町の 
中心部が移行する。 

大型商業施設の出店や土地区画 
整理事業等により更に市街化が 
進展するが、中心部では駐車場 
等の利用が目立ち始め、中心部 
の空洞化が表面化する。 

市中心部の空洞化 市街化の進展 

１）立地適正化計画策定の背景・課題 



２）人口の状況 （将来人口推計） 

 ●人口は、2010年から2040年までに約６割に減少 
 ●2040年には老年人口の割合が約4６%を超過し、2人に1人が高齢者となる 
  ことが想定されております。 
  超過すると予想。 

資料：国勢調査、国立社会保障人口問題研究所資料 
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１）立地適正化計画策定の背景・課題 

Ｈ27人口 26,440人（Ｈ27国勢調査速報値） 



３）第三次 竹原市都市計画マスタープランの策定 

  
 

１）立地適正化計画策定の背景・課題 

 ●平成28年11月 第三次都市計画マスタープランの策定 

都市づくりのテーマ 「瀬戸内に映える持続可能な都市づくり」 

都市づくりの目標と基本的方針 
 ①都市機能がコンパクトに集積し，環境負荷の少ない持続可能な都市 
 ②地域資源と特性が有効に活かされ，魅力と賑わいに満ちた都市 
 ③安全，快適で定住条件が整い，若者，子育て世帯，高齢者が定着する都市 

▼集約都市構造イのイメージ 

将来都市構造のイメージ▼ 



４）人口の状況 （Ｈ52将来の人口分布） 
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１）立地適正化計画策定の背景・課題 
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竹原 用途地域内 

竹原   〃 外 

大乗 用途地域内 

大乗   〃 外 

忠海 用途地域内 

忠海   〃 外 

吉名 用途地域内 

吉名   〃 外 

北部 用途地域内 

北部   〃 外 

用途地域内人口割合 

 ●全人口の74％が用途地域内に集中しているが、全体的に人口密度が大きく  
  低下することから、低密度の市街地が広がっていることが想定される。 
    （用途地域内H22平均：38人/ha → H52平均：22人/ha 約40％減）   
 

竹原市人口： H22 28,644人 
 
       H52 17,109人 
        （約４０％減） 
資料：国立社会保障・人口問題研究所 



５）まとめ 
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■想定される課題 
 ●人口の急激な減少による市域内の活力低下 
 ●中心市街地から郊外への都市機能が拡散し、中心市街地が空洞化 
 ●超高齢化社会へ対応した都市構造への転換が必要 
 ●高齢者が増加することを踏まえ、過度に依存した車中心社会から脱却が必要 
 ●社会保障費の増大や社会インフラの老朽化により、市の財政を圧迫 
 ●地価低迷等の自主財源不足による住民サービスの低下 

 ■市の取組 
   ●竹原市長期総合計画 
   ●竹原市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
   ●竹原市地域福祉計画 
   ●たけはら輝きプラン2015 
    など、長期総合計画に即して、各分野で人口減少や高齢化社会へ対応する 
    ための計画を策定し、様々な施策を実施している。        

必要な都市機能・居住を誘導する区域などの まちのかたち・まちの質 を 具体的に計画 
（立地適正化計画）し、各種施策と連携することにより、将来に渡って、必要 
な住民サービを持続的に提供し続けることが重要 

１）立地適正化計画策定の背景・課題 



1）立地適正化計画によるまちのイメージ 
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■イメージ図 
 近い将来の住宅建築・建替え・住み替え等を契機と捉え、生活利便施設等（医
療・福祉・商業・子育て）が一定程度集積している区域へ住み替えやすい生活環
境を整えることで、各拠点へ緩やかな居住の誘導を図るものである。 

居住誘導区域 
公共交通等利便性の高い
地域への居住の誘導 

都市機能誘導区域 
拠点への医療・商業・福祉等の 

都市機能の誘導 

２）立地適正化計画とは？ 

現在の市街地 拠点間を結ぶ 
交通サービスを充実 

現在よりも 
コンパクトで 
ネットワークを 
活かしたまちづくり 

立地適正化 

これまでの市街地 目指す都市構造 



2）立地適正化計画の法的な位置づけ・計画期間 
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●都市再生特別措置法の一部改正（平成26年8月施行）により制度化 
●都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能
の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組を推進しようとしているもの 

●立地適正化計画は、市町村の都市計画マスタープランの一部とみなされる 
●居住機能等を計画的に誘導するため、概ね20年後を展望して策定する 

第５次竹原市総合計画     広島都市計画区域マスタープラン 
竹原都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
     

第3次 竹原市都市計画マスタープラン     

竹原市立地適正化計画     

誘導すべき都市機能・居住機能に関わる分野の関連計画     

医療     福祉     教育文化     住宅     商業     交通     道路     

２）立地適正化計画とは？ 



計画案 
づ く り 

計画策定のスキーム 
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３）立地適正化計画策定のスキーム 

都市マス 
ワークショップ 

都市マス 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

関連(上位)計画 
都市計画ＭＰ等 

事務局（都市整備課） 

庁内ワーキング会議 
（係長級） 

庁内検討部会 
（課長級） 

都市再生 
協議会 

(外部有識者) 

竹原市 
都市計画 
審議会 
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審議 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 
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ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
広島県都市計画課 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
中国地方整備局 


